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ⅳ民
法
　
第
ヮ
版
』
追
録

　
　
　
平
成
３
０
年
の
相
続
法
改
正
に
よ
る
本
書
（
第
ヮ
版
）
の
内
容
の
主
な
変
更
点
に
つ
い
て
本
文
の
変
更
点
の
指

摘
又
は
コ
メ
ン
ト
を
し
て
お
く
。



６
３
頁
５
行
目
の
コ
メ
ン
ト

未
成
年
者
は
、
一
八
歳
に
達
し
な
い
者
と
な
っ
た
（
令
和
四
年
四
月
一
日
施
行
）。

８
３
頁
５
行
目

「
や
遺
贈
に
よ
る
取
得
」
を
削
除

１
８
９
頁
３
行
目
か
ら
の
「
平
成
二
七
年
か
ら
」
２
行
を
次
の
よ
う
に
差
換
え

ま
た
、
平
成
三
〇
年
に
相
続
法
に
関
す
る
大
き
な
改
正
が
あ
っ
た
（
平
成
三
〇
年
七
月
一
三
日
公
布
。
施
行
日
は
原
則
と

し
て
令
和
元
年
七
月
一
日
で
あ
る
が
、
自
筆
証
書
遺
言
の
方
式
緩
和
（
九
六
八
条
）
は
平
成
三
一
年
一
月
一
三
日
、
配
偶
者
の
居

住
権
（
一
〇
二
八
条
㉔
一
〇
四
一
条
）
は
令
和
二
年
四
月
一
日
、
法
務
局
に
お
け
る
自
筆
証
書
遺
言
の
保
管
制
度
は
令
和
二
年
七

月
一
〇
日
と
さ
れ
て
い
る
）。
ま
た
、
成
年
年
齢
が
二
〇
歳
か
ら
一
八
歳
に
引
き
下
げ
ら
れ
た
（
成
年
年
齢
の
引
下
げ
等

に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
〇
年
法
律
第
五
九
号
。
平
成
三
〇
年
六
月
二
〇
日
公
布
。
令
和
四
年
四
月
一
日
施
行
））。

１
９
５
頁
本
文
の
５
行
目

「
男
は
一
八
歳
、
女
は
一
六
歳
ⅶ　
↓
　
ⅵ男
女
と
も
一
八
歳
」

１
９
９
頁
３
行
目
〜
４
行
目
を
削
除
（
成
年
擬
制
の
制
度
は
廃
止
さ
れ
た
）

２
１
２
頁
５
行
目

成
年
者
　
↓
　
二
〇
歳
に
達
し
た
者

２
３
５
頁
二
の
前
に
追
加

　
な
お
、
平
成
三
〇
年
に
は
、
配
偶
者
居
住
権
な
ど
相
続
に
お
い
て
配
偶
者
を
保
護
す
る
改
正
が
行
わ
れ
た
（
各
内

容
に
つ
い
て
は
該
当
す
る
箇
所
で
説
明
す
る
）。
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２
３
７
頁
（
３
）
の
前
に
追
加

　
こ
の
よ
う
に
特
別
受
益
が
あ
る
と
き
は
、
持
戻
し
が
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
被
相
続
人
は
、
持
戻
し
を
し
な
い
（
す

な
わ
ち
具
体
的
相
続
分
か
ら
そ
の
額
を
控
除
し
な
い
）
と
い
う
意
思
表
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
持
戻
し
免
除
の

意
思
表
示
と
い
う
。
九
〇
三
条
三
項
）。
そ
し
て
、
平
成
三
〇
年
の
改
正
に
よ
っ
て
、
婚
姻
期
間
が
二
〇
年
以
上
の
夫

婦
の
一
方
（
た
と
え
ば
夫
）
が
死
亡
し
た
場
合
、
他
方
（
妻
）
に
対
し
、
そ
の
居
住
用
の
建
物
又
は
そ
の
敷
地
を
遺

贈
又
は
贈
与
し
た
と
き
は
、
そ
の
遺
贈
又
は
贈
与
に
つ
い
て
は
、
持
戻
し
免
除
の
意
思
表
示
が
あ
っ
た
も
の
と
推
定

さ
れ
た
（
九
〇
三
条
四
項
）。

２
３
８
頁
の
最
後
に
追
加

（
４
）
特
別
寄
与
料
　
　
平
成
三
〇
年
の
改
正
に
よ
っ
て
、
寄
与
分
と
は
別
に
、
特
別
寄
与
の
制
度
が
導
入
さ
れ
た
。

被
相
続
人
に
対
し
て
無
償
で
療
養
看
護
そ
の
他
の
労
務
の
提
供
を
し
た
こ
と
に
よ
り
、
被
相
続
人
の
財
産
の
維
持
又

は
増
加
に
つ
き
特
別
の
寄
与
を
し
た
被
相
続
人
の
親
族
（
特
別
寄
与
者
）
は
、
相
続
開
始
後
、
相
続
人
に
対
し
、
特

別
寄
与
者
の
寄
与
の
額
に
応
じ
た
金
銭
（
特
別
寄
与
料
）
の
支
払
い
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
一
〇
五
〇
条
一

項
）。
従
来
の
寄
与
分
の
制
度
が
共
同
相
続
人
に
限
定
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
こ
れ
は
相
続
人
で
な
く
て
も
、

被
相
続
人
の
親
族
で
あ
れ
ば
よ
い
。
相
続
人
で
あ
る
息
子
の
妻
が
被
相
続
人
の
療
養
看
護
に
努
め
た
よ
う
な
場
合
が

想
定
さ
れ
る
。

２
４
２
頁
三
の
前
に
追
加

そ
う
す
る
と
、
遺
産
分
割
の
協
議
（
合
意
）
が
で
き
る
ま
で
は
、
相
続
人
は
、
預
貯
金
の
払
戻
し
が
で
き
な
い
こ
と

に
な
る
（
こ
れ
ま
で
の
銀
行
実
務
も
相
続
人
全
員
の
同
意
が
な
け
れ
ば
払
戻
し
を
認
め
て
こ
な
か
っ
た
）。
こ
れ
で
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は
葬
儀
費
用
や
生
活
費
に
使
う
こ
と
が
で
き
ず
、
さ
ら
に
相
続
債
務
の
弁
済
も
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
な
ど
不
都
合

で
あ
る
。
そ
こ
で
平
成
三
〇
年
の
改
正
で
、
遺
産
に
属
す
る
預
貯
金
債
権
の
一
定
額
を
法
定
相
続
人
単
独
で
払
い
戻

す
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
た
（
九
〇
九
条
の
二
）。
具
体
的
に
は
、
相
続
開
始
時
の
債
権
額
の
三
分
の
一
に
当
該
法

定
相
続
人
の
法
定
相
続
分
（
又
は
指
定
相
続
分
）
を
乗
じ
た
額
に
つ
い
て
（
た
だ
し
上
限
が
政
令
で
定
め
ら
れ
て
一

人
一
五
〇
万
円
を
限
度
と
さ
れ
て
い
る
）、
権
利
行
使
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

（
３
）
配
偶
者
居
住
権
　
　
平
成
三
〇
年
の
改
正
に
よ
っ
て
、
生
存
配
偶
者
（
た
と
え
ば
夫
が
亡
く
な
っ
た
場
合
の

妻
）
の
居
住
権
を
保
障
す
る
配
偶
者
居
住
権
及
び
配
偶
者
短
期
居
住
権
の
制
度
が
創
設
さ
れ
た
（
一
〇
二
八
条
以
下
）。

す
な
わ
ち
、
生
存
配
偶
者
が
被
相
続
人
の
所
有
す
る
建
物
に
無
償
で
居
住
し
て
い
た
場
合
に
は
、
少
な
く
と
も
相
続

開
始
後
六
か
月
は
、
そ
の
ま
ま
居
住
で
き
る
よ
う
に
、
生
存
配
偶
者
に
配
偶
者
短
期
居
住
権
を
認
め
（
詳
し
く
は
一

〇
三
七
条
以
下
参
照
）、
ま
た
、
そ
の
ま
ま
死
ぬ
ま
で
住
み
続
け
る
権
利
を
生
存
配
偶
者
に
取
得
さ
せ
る
の
が
配
偶
者

居
住
権
で
あ
る
（
詳
し
く
は
一
〇
二
八
条
㉔
一
〇
三
六
条
参
照
）。
生
存
配
偶
者
は
、
建
物
の
所
有
権
で
は
な
く
、
配
偶

者
居
住
権
と
い
う
特
別
な
権
利
を
相
続
に
よ
っ
て
取
得
し
た
こ
と
に
す
る
わ
け
で
、
今
後
は
、
そ
の
財
産
的
評
価
を

ど
う
算
定
す
る
か
が
問
題
と
な
る
。

２
４
３
頁
１
行
目
（
九
〇
六
条
の
後
。
括
弧
内
）
に
追
加

遺
産
分
割
前
に
相
続
人
が
遺
産
の
一
部
を
処
分
し
た
場
合
に
つ
き
、
九
〇
六
条
の
二
参
照

２
４
３
頁
四
の
前

平
成
三
〇
年
の
改
正
で
、
遺
産
の
全
部
で
は
な
く
、
一
部
分
割
も
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
た
（
九
〇
七
条
二
項
）。

２
５
０
頁
後
ろ
か
ら
４
行
目
「
捺
印
す
る
も
の
で
あ
る
（
九
六
八
条
）」
の
後
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平
成
三
〇
年
の
改
正
で
、
全
文
自
書
で
は
な
く
、
財
産
目
録
を
添
付
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
目
録
に
つ
い
て
は
自
書

す
る
必
要
は
な
い
も
の
と
さ
れ
た
（
ワ
ー
プ
ロ
や
パ
ソ
コ
ン
で
の
作
成
、
遺
言
者
以
外
の
代
筆
、
不
動
産
の
登
記
事

項
証
明
書
や
預
金
通
帳
の
コ
ピ
ー
等
の
添
付
で
も
よ
い
）。
た
だ
し
、
そ
の
目
録
の
各
ペ
ー
ジ
に
署
名
・
押
印
す
る

必
要
が
あ
る
（
九
六
八
条
二
項
）。
ま
た
、
こ
の
改
正
に
あ
わ
せ
て
、
自
筆
証
書
遺
言
を
法
務
局
（
遺
言
書
保
管
所
）

に
保
管
す
る
制
度
が
作
ら
れ
た
（
法
務
局
に
お
け
る
遺
言
書
の
保
管
等
に
関
す
る
法
律
。
令
和
二
年
七
月
一
〇
日
施
行
）。

２
５
２
頁
後
ろ
か
ら
３
行
目

「
相
続
人
の
し
た
処
分
は
」
の
後
の
２
行
を
次
の
よ
う
に
訂
正

無
効
で
あ
る
が
、
善
意
の
第
三
者
に
は
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
一
〇
一
三
条
二
項
）。

２
５
４
頁
⑸
に
つ
い
て
の
コ
メ
ン
ト

相
続
さ
せ
る
遺
言
は
、
平
成
三
〇
年
の
改
正
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
財
産
の
一
定
割
合
な
い
し
全
部
を
取
得
さ
せ
る
趣

旨
の
も
の
を
除
い
て
、
遺
産
中
の
特
定
の
財
産
を
承
継
さ
せ
る
も
の
は
「
特
定
財
産
承
継
遺
言
」
と
し
て
、
新
た
な

規
律
が
設
け
ら
れ
た
（
一
〇
一
四
条
）。

２
５
４
頁
１
２
行
目

「
さ
れ
て
い
る
」
を
「
さ
れ
て
い
た
」
と
し
、「
家
月
五
五
巻
一
号
七
七
頁
）。」
の
後
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

し
か
し
、
平
成
三
〇
年
の
改
正
に
よ
っ
て
、
特
定
財
産
承
継
遺
言
で
遺
産
を
取
得
し
た
場
合
、
そ
れ
が
法
定
相
続
分

を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
登
記
を
し
な
け
れ
ば
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
さ
れ
た
（
八
九
九
条
の
二

第
一
項
）。

２
５
５
頁
後
ろ
か
ら
６
行
目
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一
〇
二
八
条
　
↓
　
一
〇
四
二
条
一
項

２
５
５
頁
後
ろ
か
ら
４
行
目

一
〇
四
四
条
に
よ
る
八
八
七
条
二
項
・
三
項
・
九
〇
〇
条
・
九
〇
一
条
の
準
用

↓
　
一
〇
四
二
条
二
項

２
５
６
頁
７
行
目
〜
８
行
目

一
〇
二
九
条
・
一
〇
三
〇
条
　
↓
　
一
〇
四
三
条
・
一
〇
四
四
条
一
項
前
段

２
５
６
頁
後
ろ
か
ら
３
行
目

一
〇
三
〇
条
　
↓
　
一
〇
四
四
条
一
項
後
段

２
５
７
頁
３
行
目

一
〇
四
四
条
に
よ
る
九
〇
三
条
・
九
〇
四
条
の
準
用

↓
　
一
〇
四
四
条
三
項
に
よ
る
九
〇
四
条
の
準
用

２
５
７
頁
の
「
三
　
遺
留
分
の
減
殺
」
以
下
に
つ
い
て
の
コ
メ
ン
ト

遺
留
分
減
殺
請
求
権
は
、
平
成
三
〇
年
の
改
正
に
よ
っ
て
、
遺
留
分
侵
害
額
請
求
権
に
変
更
さ
れ
た
。
遺
留
分
を
侵

害
さ
れ
た
者
（
遺
留
分
権
利
者
）
は
、
遺
留
分
侵
害
額
に
相
当
す
る
金
銭
の
支
払
い
を
侵
害
者
に
対
し
て
請
求
す
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
（
一
〇
四
六
条
一
項
。
遺
留
分
侵
害
額
の
計
算
に
つ
き
同
二
項
参
照
）。
し
た
が
っ
て
、

本
文
中
の
「
減
殺
す
る
」
の
用
語
は
適
切
で
は
な
く
な
る
。

２
５
８
頁
２
行
目

一
〇
三
一
条
　
↓
　
改
正
前
一
〇
三
一
条
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２
５
８
頁
６
行
目

一
〇
三
三
条
　
↓
　
改
正
前
一
〇
三
三
条
。
改
正
後
は
一
〇
四
七
条
一
項
一
号

２
５
８
頁
７
行
目

一
〇
三
五
条
　
↓
　
改
正
前
一
〇
三
五
条
。
改
正
後
は
一
〇
四
七
条
一
項
三
号

２
５
８
頁
９
行
目

一
〇
三
四
条
　
↓
　
改
正
前
一
〇
三
四
条
。
改
正
後
は
一
〇
四
七
条
一
項
二
号

２
５
８
頁
後
ろ
か
ら
３
行
目

一
〇
四
三
条
一
項
　
↓
　
一
〇
四
九
条

相
続
法
改
正
以
外
の
誤
植
等
の
訂
正
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

８
１
頁
８
行
目
　
譲
渡
禁
止
特
約
　
↓
　
譲
渡
制
限
特
約

　
同
頁
１
２
行
目
　
譲
渡
禁
止
特
約
　
↓
　
譲
渡
制
限
特
約

１
０
１
頁
後
ろ
か
ら
２
行
目
　
ⅵ法
定
利
率
」
を
削
除

１
４
９
頁
後
ろ
か
ら
３
行
目
　
無
効
　
↓
　
取
消
し

１
５
０
頁
１
行
目
　
錯
誤
無
効
　
↓
　
錯
誤
に
よ
る
取
消
し

１
５
７
頁
後
ろ
か
ら
７
行
目
　
団
体
　
↓
　
契
約

１
５
８
頁
６
行
目
　
一
部
の
者
　
↓
　
一
部
の
者
又
は
第
三
者
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後
の
改
訂
の
際
に
導
入
し
た
ほ
う
が
よ
い
も
の

６
８
頁
　
錯
誤
の
善
意
無
過
失
者
の
保
護
規
定
（
九
五
条
四
項
）

６
９
頁
　
平
成
三
〇
年
消
費
者
契
約
法
の
改
正
で
困
惑
型
に
追
加
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